
 

 

商品説明書（融資） 
 

 

カードローン「きりしんきゃっする」（信金ギャランティ） 

（2025 年 12 月 1 日現在） 
 

１．商品名（愛称） 
 

 

カードローン「きりしんきゃっする」 

 

２．ご利用いただける方 
 

 

当金庫の会員または会員資格を有し、以下のすべての条件を満たすとともに、当座貸越

極度額の種類に応じた条件を満たす個人のお客さま 

① 契約時の年齢が満２０歳以上６５歳以下の方 

②［貸越極度額 ５０万円］ 

安定継続した収入のある方 

※パート・アルバイト・専業主婦の方もお申込可能です。 

なお、専業主婦（女性のみ）の場合、配偶者（６９歳以下）の安定収入がある

ことが条件となります。 

［貸越極度額 ６０万円～５００万円］ 

安定継続した収入のある方（年金受給のみの方は、お取扱できません。） 

③ 日本国籍を有する方、または日本国籍以外で永住者または特別永住者の方 

④ 当金庫との取引において、不良な情報がない方 
 

 

３．資金使途 

 

自由（事業性資金は除きます） 
 

 

４．ご契約極度額 
 

 

５０万円～５００万円（１０万円単位） 
 

５．ご利用限度額 

０円～５００万円（１０万円単位） 

ただし、年齢が６６歳に達した場合、ご利用限度額は０円となります。 

※このカードローンは、ご契約極度額の範囲で上記のご利用限度額が、審査により設

定されます。ご利用期間中も「途上審査」により、ご契約極度額の範囲でご利用限度額

が増額または減額いたします。ご利用限度額が変更される場合には、ダイレクトメール

によりお知らせいたします。 

なお、ご利用限度額が貸越残高を下回った場合、ご利用限度額まで約定返済のみとな

ります。 

 

６．取引期間 
 

 

３年（契約成立日から３年後の応当日の属する 10 日）とし、契約期間満了時毎に審査

のうえ自動更新となります。 

 ただし、満６６歳の誕生日の属する月末をもって、利用限度額は０円となることから、

新規の貸越を行うことはできません。 

 

７．担保･保証人 

 

不要 

（保証会社である信金ギャランティ㈱が審査のうえ保証します） 
 

 

８．ご返済方法 
 

 

毎月のご返済は毎月 10 日（金融機関休業日の場合は翌営業日。）  

定例のご返済金額は、定例返済日の前日における貸越残高により返済金額を決定し、

約定返済日に、ご返済口座から引落を行います。 

定例返済日の前日の貸越残高 ご返済金額 

１０万円以下   ３,０００円 

１０万円超  ３０万円以下     ５,０００円 

３０万円超  ５０万円以下 １０,０００円 

５０万円超 １００万円以下 ２０,０００円 

１００万円超 ２００万円以下 ３０,０００円 

２００万円超 ３００万円以下 ４０,０００円 

３００万円超 ４００万円以下 ５０,０００円 

４００万円超 ５００万円以下 ６０,０００円 

また、毎月のご返済のほかにカードローンをご利用中のカードを使用し、お取扱店窓

口、当金庫ＡＴＭで随時ご返済いただくことも可能です。ただし、毎月１０日のご返

済以外に追加のご返済をいただいた場合でも、ご指定の口座から毎月のご返済は必要

です。（ご利用残高がゼロでも貸越利息の引落が発生します。） 

また、ＡＴＭでの貸越利息のご清算はできません。貸越利息も含めてご利用残高全額  

ご清算される場合は、お取扱店窓口でのお手続きが必要となります。 
 

次頁に続きます



 

 

 

９．都度のご利用 

 

都度のご利用は、当金庫が定めたご利用限度額範囲内かつ千円単位となります。 

なお、１日あたりのご利用限度額は当金庫が定めた範囲とします。 

◎ ご融資に際しては事前に審査をさせていただきます。結果によっては、ご希望に添えない場合がございますの

で、あらかじめご了承下さい。 
 

 

10．金利 

 

・固定金利（保証料を含みます。） 

 ※ご利用貸越極度額に応じ、次のとおりとなります。 

ご利用貸越極度額 金 利 

５０万円 年１４．５００％ 

６０万円以上  １００万円以下     年１３．５００％ 

１１０万円以上  ２００万円以下 年１２．０００％ 

２１０万円以上  ３００万円以下   年９．８００％ 

３１０万円以上  ４００万円以下   年８．５００％ 

４１０万円以上  ５００万円以下   年６．８００％ 

・現在の金利については、店頭またはホームページでご確認ください。 
 

 

11．金利特典 
 

お申込時に当金庫に給与振込（５万円以上）の実績のある方（同時申込も可）または

職域サポート契約先の従業員等の方の場合、金利を▲０．５％優遇します。 
 

12．利息の計算方法 
 

 

毎日の最終残高について、付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割計算 
 

 

13．遅延損害金 
 

 

ご返済を遅延された場合の損害金は１８．２５％とします。 
 

 

14．手数料･保証料 

 

印紙代等諸費用は、別途ご負担いただきます。保証料は金利に含まれます。 
 

 

15．お申込時に 

ご用意いただくもの 
 

 

① ご印鑑（普通預金お届印） 

② ご本人であることを確認できる運転免許証（表裏）の写し 

※運転免許証をご用意できない場合は、以下のいずれか１通の提出をお願いします。 

ｲ．個人番号カード（表） 

ﾛ．運転経歴証明書（表裏） 

ﾊ．資格確認書（表裏） 

ﾆ．パスポート（2020 年以前に発給され住所の記載があるものに限ります。） 

※資格確認書（表裏）により本人確認書類とするお客さまは、住民票抄本または公 

共料金の領収書をご用意ください。 

※日本国籍以外の方は、上記本人確認書類に加えて、在留カードまたは特別永住者 

証明書をご用意ください。 
 

 

16．苦情処理措置・ 

紛争解決措置 

 

苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部（9 時

～17 時、電話：0120-277-622）にお申し出ください。 

紛争解決措置 東京弁護士会（電話：03-3581-0031）、第一東京弁護士会（電話：

03-3595-8588）、第二東京弁護士会（電話：03-3581-2249）（以下

「東京三弁護士会」という）または群馬弁護士会（電話：

027-233-4804）の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能で

すので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統

括部または全国しんきん相談所（9 時～17 時、電話：03-3517-5825）

にお申し出ください。また、お客さまから、上記弁護士会に直接お申し

出いただくことも可能です。 

        なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用

いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護

士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で

紛争の解決を図る方法（現地調停）、②当該地域の弁護士会に紛争を移

管し、解決する方法(移管調停)－もあります。詳しくは、東京三弁護士

会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせくだ

さい。 
 


